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審 議 経 過（１）
会 長 それでは、定刻が参りましたので、ただ今より平成１７年度第３回目の川西市国民

健康保険運営協議会を開催いたします。

本日は、大変お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

早速ですがお手元の会議次第に基づきまして、進行させていただきます。

開催にあたりまして、助役よりあいさつをお願いいたします。

助 役 皆様、こんにちは。 助役の畑尾でございます。

本日は何かとお忙しい中、平成１７年度第３回「川西市国民健康保険運営協議会」

を開催していただきまして誠にありがとうございます。

昨年、協議をいただきました、「結核・精神医療付加金」の廃止につきましては、当

協議会の答申どおり、去る１７年１２月の定例市議会におきまして議決を頂きました。

これもひとえに委員各位の慎重なるご審議の賜と厚くお礼申し上げます。

さて、去る１月２０日に第１６４回の通常国会が召集されております。昨年は、郵

政民営化の問題から衆議院が解散総選挙となり、当協議会においてもその日程等で多

大の影響を受けたところであります。

今回の国会においては、昨年末に政府案が決定された「医療制度改革」が大きな問

題となる見込みであります。

我が国は、国民皆保険のもと誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を

実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきたところでありますが、

急速な少子高齢化、経済の低成長への移行など、大きな環境変化に直面しており、国

民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、その構

造改革が急務であるという観点からの法律案であります。

後ほど、事務局よりこの「医療制度改革」、「課税方式変更の検証」についてご説明

申し上げますが、法案成立後には、当協議会においてご協議いただく案件もあろうか

と思いますので、何とぞご参考の上国会審議を注視して頂きたくお願い申し上げまし

て、ご挨拶とさせていただきます。

会 長 ありがとうございました。

本日の協議会議事録の署名委員の選出ですが、私から指名したいと思いますが、ご

異議ございませんか。

各委員 ≪「異議なし」の声≫

会 長 それでは、佐々木委員と坂上委員を署名委員に指名いたしますので、よろしくお願

いいたします。

協議事項に移ります。

協議事項「保険税の課税方式変更後の検証について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。

室 長 本日は、情報提供が主でありますので、説明が主体となりますが、予めご了承下さ

い。

それでは、国民健康保険税所得割算定方式の変更につきまして、その実施結果の中

間的な検証ということで、今回は平成１６年に９月に当運営協議会へ提示させていた



審 議 経 過（２）
室 長 だきました試算の数値と実績及び見込みの数値比較という観点でご説明申し上げます。

なお、説明に供する実績データは、医療費は原則１０月診療分まで、国民健康保険

税収入等につきましては、１２月までの実績において作成しております。

まず、資料の見方でありますが、資料タイトル「川西市国民健康保険事業特別会計

決算見込」であります。上の表は１７年度と記載しております。

表の縦の欄、科目で予算の款単位で歳入科目、歳出科目の順であります。

表の横の欄は平成１７年度決算（Ａ）は１６年の運営協議会へ示した数値でありま

す。次に平成１７年決算（Ｂ）は、現時点における決算見込みであります。その右横

は増減額で主な増減理由をその横の欄に記載しております。

款単位でご説明申し上げます。まず、歳入であります。

１款 国民健康保険税であります。平成１７年度の現時点見込み（Ｂ）は４５億６，

３２０万８千円で４億７４１万３千円の増であります。これは、前回説明しましたと

おり主な要因は、課税方式及び税率改訂によるものであります。ただし、国民健康保

険税収の（Ａ）は旧方式及び旧税率によるものであり、新方式による試算

での国民健康保険税収は、主な増減欄の参考に記載のとおり４６億６，５２４万３千円であり

ます。従いまして、４６億６，５２４万３千円と４５億６，３２０万８千円の差は１

億２０３万５千円でありますが、この差は方式変更による激変緩和減免による差であ

ります。なお、この差は一般会計からの繰り入れを受けております。

国民健康保険税収の検証としましては、収納率も向上して推移しているため、概ね

予定どおりの効果を得たものと理解しております。

２款国庫支出金増減額として３億６，２７７万２千円の減であります。これは、三

位一体改革による国庫負担金の減であり、４款の県支出金において概ね同額が増とな

っており総額的には市としては影響ないものと考えております。

３款療養給付費等交付金でありますが、１億９，５１１万９千円の減であります。

これは、主な理由は課税方式及び税率改訂により退職被保険者等の国民健康保険税が

増加したことによるものです。退職被保険者等の医療費は国民健康保険税と当該交付

金により賄われることによるためであります。

５款共同事業交付金は、８４９万円の増、６款繰入金は２，５４４万９千円の増、

８款その他収入は１３万４千円の増で、歳入合計増減は２億４，９８２万３千円の増

であります。

次に歳出であります。増減額のみ申し上げます。

１款総務費では、３，４６４万８千円の増で方式変更等に伴う電算経費人員増によ

るものであります。

２款保険給付費は、３億１，６０５万４千円で給付費の伸び率が予測以下であった

ための減であります。

３款老人保健拠出金では、老人保健対象者が減にも拘わらず、医療費の伸びが予測

以上であったための増であります。

４款介護納付金においても、介護給付費の増加が予測以上であるための増であります。



審 議 経 過（３）
その他として、５款共同事業拠出金、６款保健事業費、７款その他の支出は（諸支

出金）との若干の増であります。

最後に８款前年度繰上充用金につきましては、１６年度決算におきまして一般被保

険者等の給付費が予測以下であったため、収支改善され減となっております。

以上の結果、旧方式の税率等においては約５億程度の累積赤字を予想しておりまし

たが、大幅な改善となる見込みであります。

しかしながら、国民健康保険税収入については概ね予定どおりの傾向にありますが、

保険給付費を始めとして収支が未確定の状況であり、医療費、県調整交付金、繰り入

れ、の動向等に十分注意してまいると共に、税収確保に向け出納閉鎖まで努力してま

いりたいと存じます。

次に、１８年及び１９年度の試算でありますが、ともに平成１７年度の中間実績を

参考に、平成１６年度の試算と比較したものであり、あくまでも参考数値として見て

いただきますようお願いします。

１８年度におきましては、１６年試算では８億あまりの累積赤字が８千万程度の黒

字、また、１９年度におきましては、１１億あまりの累積赤字が１億程度の黒字と試

算しておりますが、これにつきましても保険税収入は過去の実績から概ね予測と近い

と考えておりますが、医療費を始めとして、国庫金並びに県支出金、また一般会計か

らの繰り入れにつきましても予測が困難であると考えられます。

特に一般会計からの繰入金につきましては、平成１６年に試算いたしました数値を

そのまま引用いたしております。

課税方式変更に伴う特別減免分の財源としての１億円、税率調整分としての繰入金

におきまして、減額が考えられること、及び平成２０年度におきましては、市の行政

ＳＲ作戦により繰入の見直しが予定されていることから、楽観視出来ないと考えてお

ります。

以上のことから、国民健康保険税収につきましては被保険者の皆様の理解、また、

徴収体制の強化により、一定の成果を期待できるものの、その他の収支につきまして

は予測がかなり困難であるといわざるを得ません。

また、今後実施される医療制度改革や市財政状況を勘案しその状況を的確に把握し

対応することが重要であると考えます。

その他といたしましては、地方税法の改正に伴う公的年金控除の改正（１４０万円

から１２０万円）につきましては、国民健康保険税の課税額や法定軽減も含め影響が

あることから、２年間にわたり緩和措置が講じられます。

この、緩和措置に関する地方税法の改正は、今国会に上程予定でありますが、本市

国民健康保険税条例の改正は、地方税法の成立時期と合わせ市税条例との改正時期と

同様になる見込みであります。

なお、激変緩和措置は当運営協議会への諮問事項ではございません。

その他、地方税法改正関連としては、介護分の国民健康保険税につきまして、その最

高限度額、現行８万円が９万円に引き上げられる予定であります。本市国民健康保険



審 議 経 過（４）
税率は１８年度においては、１７年度の収支状況からその改正につきましては見送る

こととしておりますが、１７年度決算の状況等を踏まえ検討しなければならない項目

といえます。

なお、１７年度決算は例年であれば、１０月頃に議会の認定を受けることとなりま

す。そのころ、課税方式の変更について詳細な結果をお伝えできるものと考えますの

で、検証の方法等につきましてもこの場において、委員の皆様のご意見をお伺いでき

れば幸いと存じます。以上であります。

会 長 説明は終わりました。

ただ今の説明につきまして、何かご質問・ご意見等はございませんか。

委 員 昨年の税率改正の時、多くの人が前年度と比べてかなりの負担増になっておるとき

きましたが、どのような苦情か、どれくらいあったのかお聞かせ願いたい。

室 長 前回（11 月７日）の会議でもご報告させていただきましたが、納付書を発送する前

の５月には変更内容の通知文書を国保加入の全世帯に送付いたしております。

７月 11 日に納付書を発送しましたところ、翌日の昼頃から電話や来庁者が殺到いた

しました。翌１３日がピークで来庁者、及び電話問い合わせとも１日２５０人程度で、

翌週の連休明けも１３日と同様の混雑でありましたが、それ以降は普段より多い程度

となり実質２週間程度の混雑の状況でありました。その間電話や来庁における問い合

わせは約２千件程度と推定しております。課税方式の変更による窓口での混雑は他市

の事例からは一ヶ月は身動きがとれないと予想をしていましたが、本市にあっては事

前の通知がよかったのか２週間で落ち着きました。問い合わせ内容のほとんどは、年

金所得者の方からのもので、「保険税の額が急に２倍になっている」が一番多かったよ

うであります。

従前の課税方式（市民税所得割方式）であれば、所得控除が各種ありましたが 65 歳

以上であれば老年者控除、公的年金等の控除もあり、若年者よりは優遇されていまし

た。しかし、新方式（旧ただし書方式）では所得から引けるのは基礎控除だけとなり、

老年者にとっては不利となり直撃を受けるかたちとなりました。

当運営協議会にあっては国保税額が著しく上がる世帯については、一定条件のもと

新年度は激変緩和特別減免の実施と、議会にあっても付帯決議で減免の実施というこ

とで、１億円以上の減免措置を講じました。減免についても財源をどこからもってく

るのか、運協でも議論をいただいたところですが、全国 98 ％の市町村が採用している

「旧ただし書き方式」を本市でも採用しました。時間はかかりましたが「仕方がない

な」ということで落ち着いております。「収納率が落ちるんではないか」との運協でご

意見もいただいたところですが、数字だけをもっていうのも恐縮なんですが、昨年同

時期と比べて若干うわまっております。現状はそういったところです。

委 員 資料１の１７年度の歳出「総務費」の内容についてもう少し詳しく説明願いたい。

室 長 先ほどの説明の仲で課税方式の変更によるものと申し上げましたが、これに連動しま

して、給付関係（高額療養費等）にも影響がでてきますので、システムの開発に多大

の経費がかかっております。これは当初の経費だけで翌年度に影響は及ぼさないもの



審 議 経 過（５）
です。前々から委員のご指摘にもありましたが、収納体制の強化ということで保険税

収納課に一名増員があり、資格書、短期保険証の実施の中できめ細やかな納税相談を

行い、１７年度からは滞納処分を実施しております。滞納繰越分も多くなっており差

し押さえをせざるを得ない方もおられます。その反面差し押さえのできない方につい

ては執行停止にかけております。それらに伴う経費です。

委 員 資料の中で説明として、老人保健拠出金の老人医療費の伸びが予測以上とあるが、

どの程度のものをいうのか。

室 長 平成１４年に老人保健法の改正があり、対象者の数は減ってくるので、市としまし

ては医療費の伸びは抑えられるとの見込みをたてていましたが、高齢化とともに受診

機会も増えてくるし、一人当たりの単価も増えたからではないかと考えられます。対

象者減と医療費の増で２％以下で見込んでいましたが、４～５％にあがっているのが

現状です。

委 員 同ページ内の介護納付金の「介護給付費の伸びが予測以上」も同じ理由によるもの

か。

室 長 ４０歳から６５歳未満（２号被保険者）の方の、介護納付金につきまして社会保険

診療報酬支払基金を通じて国に納めることになっています。総額で納付金は国の介護

会計の３２％を占めております。介護納付金は被保険者数の按分により、決まります。

全国的に介護給付費が増えたために介護納付金の額が上昇したものであり、川西市の

介護保険と介護納付金とは連動いたしません。

なお、この資料（川西市国民健康保険事業特別会計決算見込：H16 年９月の税率改

定時算定決算試算額との対比）は、できるだけ直近の国保税の情報を提供できればと

いう観点から提出させていただいています。

会 長 他に、質問等はございませんか。ないようですので次に協議事項「医療制度改正に

ついて」を議題とします。

事務局より説明をお願いします。

室 長 それでは、今国会へ提出予定されております医療制度改革についてご説明いたしま

す。

お手元の「医療制度改革大綱」政府・与党医療改革協議会資料をご覧ください。

資料的にかなりの量となりますので、詳細は後ほど熟読いただくこととし、項目に沿

ってその概要をご説明し、国保と関連深い項目については、別途の資料と共にご説明

申し上げます。

まず、１ページ目のⅠ「改革の基本的な考え方」でありますが、平成１４年の健康

保険法等の改正に際し、抜本的な改革の必要性が法律の付則に規定され、平成１５年

３月に「医療制度改革の基本方針」が閣議決定されました。その内容は診療報酬体

系については、改定の都度見直しを図ること、新たな高齢者医療制度の創設及び保険

者の再編・統合については、平成２０年度に向けて実現を図ることであります。

また、平成１７年６月に閣議決定された「骨太の方針２００５」においては、「医療

費適正化の実質的な成果を目指す政策目標を設定し、達成のための必要な措置を講ず



審 議 経 過（６）
室 長 る」としております。

これらは、現在の医療保険制度を持続可能な制度として再構築する観点からのもの

であるといわれています。

当該大綱の大きな項目でありますが、第１に「安心・信頼の医療の確保と予防の重

視」、第２として「医療費適正化の総合的な推進」、第３として「超高齢化社会を展望

した新たな医療保険制度体系の実現」であります。

それでは、その項目に沿ってご説明します。

３ページ目のⅡ「安心・信頼の医療の確保と予防の重視」であります。

その中で「安心・信頼の医療の確保」では医師不足問題への対応として、地域や特定

診療科目の医師不足に対し、医師確保対策を講じていくこと。

「地域医療の連携体制の構築」としては、一貫した治療方針により切れ目ない医療を

受けることの出来る医療連携体制を構築すること。

「患者に対する情報提供の推進」としては、患者の医療に関する選択に資するための

情報提供を制度化すること。（例えば、医療費の内容が解る領収書の義務づけ）

「遠隔医療の推進等」としては、地域による医療水準の格差を解消するため、ＩＴ技

術を活用した遠隔医療の推進を図ること。

「信頼できる医療の確保」としては、根拠に基づく医療を推進することであり、それ

以外に「医療法人制度改革」の検討があげられています。

予防の重視の観点からは、「国民運動の展開」として、生活習慣病、高齢期の健康確

保などの運動を推進する。

また、「生活習慣病予防のための取り組み体制」として、健康増進計画を充実させ、

運動などの目標を設定し生活習慣改善に向けた普及啓発を促進させる。

この予防の取り組みに関しては、各医療保険において加入者の健診等を義務づける

ことなどが制度化される見込みであり、今後の川西国保においても従前の「人間ドッ

ク」の外、保健師を中心とした健診・保健指導の新たな施策展開を行う必要が生じる

ものと考えられます。

他に「がん予防の推進」として禁煙指導の推進があります。

次に、５ページのⅢ「医療費適正化の総合的な推進」として、「医療給付費の伸びと

国民負担との均衡の確保」に関しては、医療費の適正化対策や、公的保険給付の見直

しを行いながら、国民にとって安心できる医療の確保や国民負担の観点などから、将

来の医療給付費の規模の見通しを経済規模を踏まえた上で、一定期間後その検証結果

を施策の見直しに反映させようとするものです。

２の「医療費の適正化計画の推進」については、「計画策定」は、国の責任のもと、国

及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適

正化に取り組む。

Ｐ７に移ります

「計画の推進のための措置」は、国が診療報酬体系を計画の実現に資するよう見直

す。「計画達成の検証」は、国及び都道府県は計画を確実に実施するため、各種の検証



審 議 経 過（７）
室 長 を行い、国が都道府県に必要なる支援等を行うもの

３の公的保険給付の内容・範囲の見直し等であります。

これは、被保険者の方々に特に関わりの深い患者負担や給付の内容であります。

（１）「高齢者の患者負担の見直し」（平成１８年度）につきましては、別添資料１

を参照してください。これにつきましては後ほどの後期高齢者独立保険とも関連いた

しますので、平成２０年度実施を含め、患者負担の見直し内容を年齢別、実施年別に

表しております。

資料１の患者負担割合の見直しについてをご覧ください。

横の欄が、現行、Ｈ１８年１０月実施、Ｈ２０年４月実施の実施時期、縦の欄が年

齢構成による負担割合であります。

７５歳以上につきましては、今後においても原則１割負担でありますが、Ｈ１８年

１０月から、市民税課税所得１４５万円以上の現役並所得の方は３割となります。

７０歳から７４歳までは、原則１割がＨ２０年４月からは原則２割に、現役並み所

得の方は、Ｈ１８年１０月から３割へと見直されます。

７０歳未満の方は、従来と変わらぬ３割負担が継続されますが、３歳未満の方の２

割負担がＨ２０年４月から対象年齢を就学前までに拡大されます。

（２）食費・居住費の負担見直しは、本年１０月実施としての案であります。 こ

れは、いわゆる「ホテルコスト」とも称されているもので、在宅療養者との均衡の観

点から、昨年１０月から「介護保険」において導入されているものであり、その兼ね

合いからの導入であります。

（３）高額療養費の自己負担額の引き上げ等も本年１０月実施の案となってお り

ます。現在も、年齢及び所得によりその限度額が設定されておりますが、低所得者に

配慮した引き上げが資料２のとおり予定されておりますのでご参照願います。

（４）現金給付の見直しについては、出産育児一時金の現行３０万円を３５万円に

引き上げが本年１０月実施予定の案であります。

出産育児一時金につきましては、それを変更するについては当国保運営協議会への

諮問事項であります。引き上げを実施するとなれば、本年の９月議会に上程する必要

があることから、８月初旬には諮問を行わなければならないと考えております。

めることにより、疾病分類等の分析がより容易となり、予防の観点からの施策展開に

必要不可欠のものといえます。

（５）レセプトのＩＴ化の推進等でありますが、レセプトは診療報酬明細書の意

味でありまして、医療機関が療養の給付費（医療費の７割相当分）を請求する際に

添付診療内容の明細書であります。

これは既に磁気媒体による方法で一部で実施されておりますが、オンライン化を

進めることにより、疾病分類等の分析がより容易となり、予防の観点からの施策展

開に必要不可欠のものといえます。

（６）「その他」で国保関連におきましては、保険税の介護分にかかる法定の最高限

度額が平成１８年度から８万円から９万円へと引き上げられます。



審 議 経 過（８）
室 長 次に、Ⅳ「超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」であります。

新たな高齢者医療制度の創設（平成２０年度）として、７５歳以上を後期高齢者と

して、現行の老人保健制度を廃止し独立した医療制度を創設することとなっています

また、６５歳から７４歳までを前期高齢者として、大量の退職者が国民健康保険に加

入し、保険者間（例えば国保と社会保険）で医療費の負担に不均衡が生じていること

から、これを調整する制度を創設するという内容であります。

後期高齢者医療制度（７５歳以上）については。添付の資料でご説明申し上げます

ので、資料３をご覧ください

まず資料の見方でありますが、この表は日本の医療保険制度の構造の概要を示した

ものです。左側が現行制度、右側が平成２０年度の改正後であります。

現行制度は、大きく被用者保険（被用者とは雇われている人が対象でいわゆる社会

保険）と国保（社会保険の本人及び扶養に該当しない全ての人）に分かれます。国保

エリアにある退職者医療は厚生年金受給者である国保加入者で、国保の保険税と社会

保険からの拠出金で医療費が賄われています。また、老人保健制度の対象者は７５歳

以上で国保や社会保険加入者等であり、保険税等の支払を行っております。医療給付

費の財源は最終的に国保や社会保険の拠出金５０％、国・県・市合わせた公費が５０

％で構成されています。

改正後における大きな相違点は、後期高齢者のみを独立した医療制度として、従来

国保や、社会保険に所属していた方たちが移ってまいります。その対象者数は全国で

約１，３００万人、川西市においては１万５千人程度の方が対象となります。

従いまして、社会保険の被扶養者として、従来保険料負担の無かった方も保険料を

納付しなければならないこととなります。

７４歳以下は、従来の加入形態となりますが、前期高齢者は先ほどの申し上げたと

おり保険者間において負担の不均衡を調整する制度が設けられます。

後期高齢者の財源構成としては、改正後の制度後期高齢者欄表右から、患者負担を

除き「公費」が約５割、支援（現役世代）約４割、保険料約１割の構成でありますが、

被用者保険の被扶養者（扶養家族）であった高齢者の保険料負担については従前から

負担がなかったことを考慮し必要な経過措置が講じられます。

また、世代間の負担の公平を維持するため高齢者の保険料負担は高まり、現役世代

の支援割合は４割を上限として減っていくこととなります。

６５歳から７４歳までの前期高齢者医療制度につきましては、国保・社会保険の従

来の制度に加入したまま前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を各保険者

間の加入者数に応じて調整する仕組みが創設されます。

以上が、超高齢社会に対する制度改正内容のあらましでありますが、後期高齢者の

保険制度につきましては当初、市町村がその保険者となることが原案でありましたが、

市町村は現在国保及び介護の保険者としてその運営には多額の一般会計からの支援を

行っており財政上非常に厳しい状況にあることから、第３の保険者となることはとう

てい無理であるとの主張を全国市長会を通じて行ってきました。これにより、政府案



審 議 経 過（９）
室 長 としましては県単位の広域連合による方法として提案されていることにつきましては、

市としまして一定評価するものであります。

次に、１２ページ「保険者の再編・統合」であります。

これは、平成１５年３月に閣議決定された主旨といたしましては、日本の医療保険

制度は、職域（政府・組合管掌）と地域保険（国保）との構造にあることから、高齢

化や社会経済情勢の変化からそれぞれに構造的な問題を抱えることとなっている状況

を是正するため、最終的には社会保障制度として国が責任を持って運営するべきであ

るとの見地から、医療保険制度の一元化を目的としているもので、国保につきまし

ては平成２０年度を目途に県単位で統合を図るものでありました。

今回の政府案としましては、国民健康保険においては現行の高額医療費共同事業の

拡大や保険者支援制度の強化等をかかげ、保険料等国保財政の平準化を図っていくこ

ととしております。今後の推移を注意深く見つめていく必要があります。

その他、政府管掌保険、健康保険組合についても県単位での再編統合の方向性を示

しております。

次に、Ⅴ「診療報酬の見直し」であります。

診療報酬の改訂につきましては、平成１４年に初のマイナス改訂（２．７％）が行

われておりますが、今回はそれを上回る（３．１６％）改訂が予定されております。

以上が、今国会に上程予定されている医療制度改革のあらましでありますが、昨年

１２月に政府案が決定され資料的に十分でない情報が多々あります。

今後、法案が国会に提出（２月中）され順次その審議状況が報道されていきますの

で、その動向を見守ってまいりたいと存じます。

会 長 説明は終わりました。

ただ今の説明につきまして、何かご質問・ご意見等はございませんか。

委 員 「後期高齢者」という用語が気になるが、市でつくったものではないのはわかってい

るが、適切な表現はないものか。

室 長 政府案のまま資料を提出させていますが、この用語は平成１４年頃から使われ初め

ております。対象者のサイドにたった用語ではありません。

副会長 私は、医療サイドの人間でありますが、勉強中であります。これをみていくと、患

者負担が１割、２割そして３割となってていく。患者負担をあげていく方向、医療費

を削減するという名目で診療報酬をさげる。この中であがっていかないのは、国の負

担だけである。なんとか、国民皆保険制度を維持するために、国の負担をさげて、患

者負担をあげ医療機関に犠牲を強いる。こういったことをふまえて、これからの審議

を見ていかないと、この先なにがおこるかわからない。皆様も注視してもらいたい。

運協も勉強していかなければならないと思う。

会 長 次に、「その他」ですが、何かございますでしょうか。

室 長 特にはないんですが、１８年度には本運営協議会に多様なご審議をお願いいたしま

すのでその時は、よろしくお願いいたします。

会 長 ないようでしたら、これをもちまして本日の協議会を終了させていただきます。



審 議 経 過（１０）
会 長 お忙しいところどうも有り難うございました。

以 上

※資料については、市政情報コーナーに備え付けています。


